
 

 

自主防災組織の結成・活動に対する支援について 

 

対馬市では、自主防災組織の結成を促進し、地域防災力の向上を図るため、自主

防災組織に対する補助制度を創設しました。 

 

◎対馬市自主防災組織活動促進事業補助金 

 

支援メニュー 

ア）自主防災組織の「結成」に対する補助（結成年度のみ） 

・自主防災組織を新たに結成した際に、防災資機材等の購入費用を支援します。 

（例）ハンドマイク、バール、はしご、のこぎり、スコップ、ナタ、 

      ハンマー、ロープ、ライト、ブルーシート など 

・補助金額は、構成世帯数×100 円＋３万円です。 

  （例）構成世帯が 1５０世帯の場合 

1５０世帯×100 円＋3 万円 ⇒ 補助金額は 45,000 円 

・「結成」に対する補助は、結成年度に限り受けられます。（1 回限り） 

 

イ）自主防災組織の「活動」に対する補助 

  ・防災訓練や防災講習会などの活動に要した費用を支援します。 

   （例）防災訓練実施経費（炊き出し費用等）、自主防災活動に係る保険料、 

        防災士の資格受験費用 など 

 ・補助金額は、構成世帯数×３００円です。（ただし、上限額３万円） 

（例）構成世帯が１50 世帯の場合 

 １50 世帯×３００円 ＝ ４5,000 円 

⇒ 上限額の３万円を超えるため、補助金額は３万円 

 

ウ）自主防災組織の「防災力向上」（高額設備等の購入）に対する補助 

・防災活動に必要な高額防災資機材の購入・修繕に要した費用を支援します。 

（ただし、10 万円未満のものを除く） 

・補助金額は 2 分の 1 以内です。（補助金額の上限額は 20 万円） 

（例）小型消防ポンプを購入（税込 50 万円） 

 50 万円 × 1/2 ＝ 25 万円 

⇒ 上限額以上のため、補助金額は 20 万円 

 

※自主防災組織の結成や補助金の活用に関してご不明な点がございましたら、 

いつでもお気軽にご相談ください！ 
  

 


